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国立研究開発法人科学技術振興機構 中長期目標 新旧対照表(案） 

修正案 

                        下線部は改正部分 

現行中期目標 次期中長期目標（案） 備考（理由） 

（序文） 
独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二十九条の規

定により、独立行政法人科学技術振興機構が達成すべき業務運営に

関する目標（以下「中期目標」という。）を定める。 
 

（序文） 
独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第三十五条の四

の規定により、国立研究開発法人科学技術振興機構が達成すべき業

務運営に関する目標（以下「中長期目標」という。）を定める。 
 

国立研究開発法人化に伴う

統一的変更 

（前文） 
独立行政法人科学技術振興機構（以下「機構」という。）は、新技

術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究、基盤的研

究開発、新技術の企業化開発等の業務、科学技術情報の流通に関す

る業務、科学技術に関する研究開発に係る交流に関する業務、科学

技術に関し知識を普及し、国民の関心及び理解を増進させる業務を

総合的に行うことにより、科学技術の振興を図ることを基本的な目

標とする。 
この基本目標を達成するため、機構は、科学技術基本計画（平成

23 年8月19 日閣議決定）の実施において中核的な役割を担う機関

として、科学技術イノベーションで世界を牽引するための研究開発

戦略の立案、科学技術イノベーション創出の推進及び科学技術イノ

ベーション創出のための基盤形成に重点化し、効率的に以下の科学

技術振興施策を推進する。 
 
 

Ⅰ．政策体系における法人の位置づけ及び役割 
知識や価値の創造プロセスは大きく変貌し、それにより、経済・

社会の構造が日々大きく変化する「大変革時代」とも言うべき時代

を迎えている。このような時代に、新たな未来を切り拓き、国内外

の諸課題を解決していくためには、科学技術イノベーション政策を

強力に推進していくことが必要である。 
国立研究開発法人科学技術振興機構（以下「機構」という。）は、

科学技術基本計画の中核的な役割を担う機関であり、新技術の創出

に資することとなる科学技術に関する基礎研究、基盤的研究開発、

新技術の企業化開発等の業務、科学技術情報の流通に関する業務そ

の他の科学技術の振興のための基盤の整備に関する業務を総合的に

行うことにより、科学技術の振興を図ることを基本的な目標とする

国立研究開発法人として、これまで科学技術イノベーションの創出

に大きく貢献してきた。 
第 5 期科学技術基本計画（平成28 年 1 月22 日閣議決定）にお

いては、①持続的な成長と地域社会の自律的な発展、②国及び国民

の安全・安心の確保と豊かで質の高い生活の実現、③地球規模課題

への対応と世界の発展への貢献、④知の資産の持続的創出、という

４つの「目指すべき国の姿」の実現に向け、政策を推進するとされ

ている。また、これら「目指すべき国の姿」の実現に向け、科学技

術イノベーション政策を推進するに当たり、先を見通し戦略的に手

を打っていく力（先見性と戦略性）と、どのような変化においても

的確に対応していく力（多様性と柔軟性）の両面を重視して政策を

従来の「前文」から位置づ

けが変更（国立研究開発法

人化に伴う統一的変更）。 

 

科学技術基本計画等の政策

との関係を詳細に記載。 
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現行中期目標 次期中長期目標（案） 備考（理由） 

推進し、「世界で最もイノベーションに適した国」となるよう導くと

されており、この考えの下、ⅰ）未来の産業創造と社会変革に向け

た新たな価値創出の取組、ⅱ）経済・社会的課題への対応、ⅲ）科

学技術イノベーションの基盤的な力の強化、ⅳ）イノベーション創

出に向けた人材、知、資金の好循環システムの構築、の４本柱を強

力に推進していくとされている。また、これら４本柱を効果的・効

率的に進めていく上で、「科学技術イノベーションと社会との関係深

化」や「科学技術イノベーションの推進機能の強化」が不可欠とさ

れている。 

機構は、研究開発戦略立案機能や科学技術情報基盤を自ら有しな

がら、国立研究開発法人や大学、企業等とのパートナーシップに基

づく組織の枠を超えた時限付で最適な研究開発推進体制を構築する

ネットワーク型研究所としての特長を最大限生かし、先見性と戦略

性、多様性と柔軟性に満ちた事業運営を行うことで、第５期科学技

術基本計画を効果的・効率的に推進し、本中長期目標期間において

も、引き続き科学技術基本計画を実施する中核的機関として、我が

国の科学技術イノベーション政策の実現に貢献していく。また、科

学技術基本計画に定めた中長期的な政策の方向性の下、毎年の状況

変化を踏まえその年度に重きを置くべき取組等が示される科学技術

イノベーション総合戦略についても適切に対応していく。 

（別添）政策体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＳＴ部会（第7回）におい

て、「ネットワーク型研究所

という特長を前面に押し出

すべき」との指摘を受け、

追加 

 

 

 

Ⅰ中期目標の期間 
機構の行う科学技術振興業務は、科学技術基本計画等の国の科学技

術政策に即応して実施すべきものであり、機動的に見直していくこと

が適切であることから、中期目標の期間は、平成24年４月１日から

平成29 年３月31 日までの５年間とする。 
 

Ⅱ．中長期目標の期間 
中長期目標の期間は、平成29年（2017年）4月1日から平成34 年

（2022年）3月31 日までの5年間とする。 
 

 

Ⅱ国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事

項 
Ⅲ．研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 
 

国立研究開発法人化に伴う

統一的変更 
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現行中期目標 次期中長期目標（案） 備考（理由） 

【全体的事項】 
厳しい国際競争に打ち克つため、機構内外の資源を最大限活用し、

我が国が科学技術イノベーションで世界を牽引するための骨太な研

究開発戦略を立案し、ｉ）独創的なシーズの創出から研究成果の企業

化開発に至るまでを切れ目なく推進することにより、科学技術イノベ

ーションを創出するとともに、ⅱ）科学技術イノベーション創出のた

めに必要な基盤（知識インフラ、人材インフラ、コミュニケーション

インフラ）の形成を戦略的に促進する。これらを実現するため、事業

間の連携強化、課題達成を志向した横断的組織の創設などの科学技術

イノベーション創出に向けた体制強化を図るとともに、全体の統括機

能を強化することで、ガバナンス体制を整備する。 
また、東日本大震災による被災地の復興・再生を支援するため、機

構はこれまで培ってきたノウハウ、研究成果等を最大限に活用する。 
さらに、事業を推進するに当たっては、以下の取組をあわせて実施

する。 
 
イ． 機構の事業内容及び成果について、達成すべき内容や水準等を

可能な限り具体的かつ定量的に示すとともに、定性的な目標と

せざるを得ない場合であっても、目標の到達度について第三者

が検証可能なものとなるよう努める。 
ロ． 機構は、科学技術基本計画の趣旨を踏まえ事業を展開するに当

たり、これまで以上に研究等の成果が国民生活へ還元される、

あるいは還元されたことが国民に具体的に分かるような形で情

報発信する。 
ハ． 外部有識者・専門家の参画による評価を実施した上で、その結

果を機構の活動の改善に反映させることにより、機構における

PDCA サイクルを構築するとともに、国民に具体的に分かるよ

うな形で情報発信する。 
ニ． 事業の実施に当たっては、研究開発課題の段階や特性等に応じ

た効果的なマネジメントを実施するとともに、関連する事業を

実施している機関等との適切な連携・協力関係を構築する。 

機構は、科学技術基本計画を実施する中核的機関として、機構内外

の資源を最大限活用するネットワーク型研究所としての特長を生か

し、未来を共創する研究開発戦略の立案・提言、知の創造と経済・社

会的価値への転換、未来共創の推進と未来を創る人材の育成に総合的

に取り組み、我が国全体の研究開発成果の最大化を目指す。 

事業を推進するに当たっては、機構の多様性・総合力を発揮するた

め、事業間の連携を強化する。 

評価に当たっては、別添の評価軸及び関連指標等を基本として評価

する。 

 

新たな柱立てに合わせて表

現を修正 

 

ＪＳＴ部会（第7回）におい

て、「ネットワーク型研究所

という特長を前面に押し出

すべき」との指摘を受け、

追加 

 

評価軸及び関連指標につい

て、他法人の記載と同様に

修正。 

 

 

事業間の連携、達成すべき

内容・水準について引き続

き記載するとともに、 

・体制強化・ガバナンス 

・ロ.情報発信 

・ハ.PDCA 

・ニ.機関連携 

・ホ.研究公正 

については「Ⅳ．１．内部

統制の充実・強化」に記載

を移し、詳細化 
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現行中期目標 次期中長期目標（案） 備考（理由） 

ホ． 研究費の執行を適切に行うことにより、研究費の不合理な重複

及び過度の集中の排除、研究費の不正使用及び不正受給並びに

研究上の不正の防止対策を強化する。 
【個別事項】   

１．科学技術イノベーション創出に向けた研究開発戦略立案機能の強

化 
 

１．未来を共創する研究開発戦略の立案・提言 

大変革時代において、科学技術の振興を通じて、我が国が将来にわ

たり競争力を維持・強化し、国際社会の持続発展に貢献していくため、

先行きの見通しが立ちにくい中にあっても国内外の潮流を見定め、社

会との対話・協働や客観データの分析を通じ、科学への期待や解決す

べき社会的課題を可視化して、先見性のある研究開発戦略を立案・提

言する。 

見直し内容第2の4．「シンク

タンク機能の強化」 

①科学技術イノベーション創出に向けた調査・分析及び研究開発戦

略の提案 
機構の業務全般の効果的・効率的な運営に資するため、国内外の

科学技術政策及び研究開発の動向、社会的・経済的ニーズ等の調査・

分析を行い、我が国が進めるべき研究開発対象を特定し、科学技術

システムの改善に向けた質の高い提案を行う。得られた成果につい

ては、我が国の研究開発戦略の立案にも活用されるよう国に提供す

るとともに、国民に向けて積極的に発信する。 
 

１．１．先見性のある研究開発戦略の立案・提言 

 

最新の価値ある情報の収集を可能とする人的ネットワークを構築

し、国内外の科学技術政策及び研究開発の動向、社会的・経済的ニ

ーズ等の調査・分析を行った結果に基づき、我が国が進めるべき先

見性のある質の高い研究開発戦略の提案を行う。また、2050年の持

続的発展を伴う低炭素社会の実現に向けて、将来の社会の姿を描き、

その実現に至る道筋を示す質の高い社会シナリオ・戦略の提案を行

う。 
研究開発戦略、社会シナリオ・戦略等の策定に当たっては、国内

外の様々なステークホルダーによる対話・協働、すなわち共創を推

進する。その際は、3.の科学技術コミュニケーション活動と有効に

連携する。 
得られた研究開発戦略、社会シナリオ・戦略等の成果については、

機構の研究開発の方針として活用するとともに、我が国の研究開発

戦略への活用等、時宜を捉え、国内外の様々なステークホルダーに

向け積極的に発信し、幅広い活用を促進する。 
これらの活動に当たっては、機構内の研究開発戦略立案機能の相

互の連携を強化するとともに、機構の経営や研究開発事業との連動

性を強化する。 

 

②低炭素社会実現のための調査・分析及び社会シナリオ・戦略の提

案 
文部科学省が策定する研究開発戦略に基づき、新規有望技術に着

目し、産業構造、社会構造、生活様式、技術体系等の相互連関や相

乗効果の検討等を行うことにより、科学技術に立脚した社会システ

ム改革や研究開発の方向性等を提示するための研究を推進し、持続

的発展を伴う低炭素社会の実現に資する質の高い提案を行う。得ら

れた成果については、機構の業務の効果的・効率的な運営に活用す

るとともに、国及び国民に向けて積極的に発信する。 
 



 5

 
現行中期目標 次期中長期目標（案） 備考（理由） 

２．科学技術イノベーションの創出 
 

２．知の創造と経済・社会的価値への転換 
機構は、ネットワーク型研究所としての特長を生かし、変容する社

会に対応し、イノベーションにつながる独創的・挑戦的な研究開発を

主体的に推進することで、未来の産業構造と社会変革に向けた新たな

価値の創出と経済・社会的課題への対応を行う。 
研究開発の推進にあたっては、産学官で将来のビジョン・課題を共

有した上で文部科学省が示す全体戦略の下、従来の細分化された研究

開発プログラム別の運用制度を本中長期目標期間中に抜本的に再編

し、プログラム・マネージャーの下で基礎研究から実用化支援、知的

財産化まで一貫して実施可能な体制を構築する。その際、イノベーシ

ョンが基礎研究段階からも非連続的に創出されることに留意しつつ、

研究開発の進展段階に合わせて産学官連携への橋渡し支援、ベンチャ

ー起業支援、知的財産の創出等、イノベーション創出に向けて必要な

支援を有機的に組み合わせて実施することとし、そのために必要な切

れ目のない一貫した支援が可能なマネジメント体制とする。また、「1.

未来を共創する研究開発戦略の立案・提言」の研究開発戦略立案機能

との連動性を強化し、活用する。 
また、機構は自然科学と人文社会科学の知見を活用し、ステークホ

ルダーと共創する社会技術研究開発、国際共同研究や研究開発プログ

ラムの国際化による国際共創、大学及び技術移転機関等における知的

財産活動の支援、情報基盤の強化を推進し、知の創造と経済・社会的

価値への転換を促進する。 

さらに、機構は、オープンイノベーションを促進するため、国益に

留意した上でのオープンサイエンス（注）の推進や、戦略的な情報発

信の強化を図る。また、機構は、研究成果の活用促進のため、機構が

保有する知的財産について戦略的マネジメントを行う。加えて、機構

は、若手研究者が参画する研究開発プログラムの推進、産学官の共創

の「場」の活用による多様な研究人材の育成及び対話・協働で得られ

た社会的期待や課題の研究開発への反映を行う。 

注 オープンアクセスと研究データのオープン化（オープンデー

見直し内容第2の1．「主体的

かつ戦略的な研究開発の推

進」および3．「事業横断的

な一体運営体制の構築」 

 

ＪＳＴ部会（第7回）におい

て、「ネットワーク型研究所

という特長を前面に押し出

すべき」との指摘を受け、

追加 

ＪＳＴ部会（第7回）におけ

る議論を踏まえ、本目標期

間中に構築する体制の中

で、知的財産化も含めて実

施可能とすることを明確化

するため追加。 
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現行中期目標 次期中長期目標（案） 備考（理由） 

タ）を含む概念。 

（１）科学技術イノベーション創出の推進 
第 4 期科学技術基本計画に掲げる我が国の重要課題の達成に貢

献するため、以下の研究開発を国が示す方針の下で推進する。 

２．１．未来の産業創造と社会変革に向けた研究開発の推進 

機構は、ネットワーク型研究所としての特長を生かし、変容する

社会に対応し、イノベーションにつながる独創的・挑戦的な研究開

発を主体的に推進することで、未来の産業構造と社会変革に向けた

新たな価値の創出と経済・社会的課題への対応を行う。研究開発の

推進に当たっては、産学官で将来のビジョン・課題を共有した上で

文部科学省が示す全体戦略の下、従来の細分化された研究開発プロ

グラム別の運用制度を本中長期目標期間中に抜本的に再編し、プロ

グラム・マネージャーの下で基礎研究から実用化支援、知的財産化

まで一貫して実施可能な体制を構築する。なお、第5期科学技術基

本計画において、経済・社会的インパクトが大きい挑戦的な研究開

発プロジェクトの普及拡大が求められていることから、成功率は低

いが成功すれば大きなインパクトが得られる挑戦的な課題にも果敢

に取り組む。また、社会問題の解決や新たな科学技術の社会実装に

関して生じる倫理的・法制度的・社会的課題へ対応するため、人文

社会科学及び自然科学の様々な分野やステークホルダーが参画する

社会技術研究開発を推進する。 

 

 

ＪＳＴ部会（第7回）におい

て、「ネットワーク型研究所

という特長を前面に押し出

すべき」との指摘を受け、

追加 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（未来社会に向けたハイインパクトな研究開発の推進） 
未来社会での大きな社会変革に対応するため、文部科学省が示

す方針の下、社会・産業ニーズを踏まえ、経済・社会的にインパ

クトのあるターゲット（出口）を明確に見据えた技術的にチャレ

ンジングな目標を設定し、機構が持つ研究開発マネジメントのノ

ウハウや、他の研究開発事業等の有望な成果の活用を通じて、企

業等への引き渡しが可能となる技術成熟の到達点を目指した研究

開発を推進する。研究開発の推進においては、その途中段階にお

いて目標達成の見通しを客観的かつ厳格に評価し、研究開発の継

続・拡充・中止などを決定する。 
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現行中期目標 次期中長期目標（案） 備考（理由） 

①戦略的な研究開発の推進 
ⅰ）課題達成型の研究開発の推進 

科学技術イノベーションを創出し、実用化を目指すために必

要な研究課題を具体的に解決するという観点から設定する戦略

目標等の達成に向けて、組織の枠を超えて時限付で最適な研究

開発推進体制（バーチャル・ネットワーク型研究所）を構築し、

効果的・効率的に研究開発を推進する。 
戦略的な基礎研究の推進に当たっては、戦略目標の達成に向

け、国際的に高い水準で目的基礎研究を推進し、科学技術イノ

ベーションの創出に資する新技術のシーズとなる研究成果を得

る。加えて、科学技術イノベーションを創出し、実用化を目指

す観点から、施策を見直し、有望な成果について、イノベーシ

ョン指向のマネジメントによって研究を加速・深化する取組を

行うことにより、基礎研究から研究成果の展開に至るまでを切

れ目なく推進する。 
温室効果ガスの削減を中長期にわたって着実に進めていくた

め、削減に大きな可能性を有し、かつ、従来技術の延長上にな

い新たな科学的・技術的知見に基づく革新的技術の研究開発を

推進するとともに、その途中段階において目標達成の見通しを

評価し、研究開発の継続・拡充・中止などを決定する。なお、

その取組を他事業においても参考にする。 
社会技術に関する研究開発の推進に当たっては、自然科学と人

文・社会科学の双方の知識を活用し、広く社会の関与者の参画

を得て、社会が抱える様々な問題の解決に資する成果を得ると

ともに、その成果を社会で有効に活用できるものとして還元す

る。 
 

（戦略的な研究開発の推進） 
我が国が直面する重要課題の達成に貢献する新技術を創出する

という観点から、経済・社会的ニーズ等を踏まえて示す戦略目標

等の達成に向けて、組織の枠を超えて時限付で最適な研究開発推

進体制を構築し、効果的・効率的に戦略的な研究開発を推進する。 
戦略的な基礎研究の推進に当たっては、戦略目標の達成に向け、

国際的に高い水準で出口を見据えた基礎研究を推進し、科学技術

イノベーションの創出に資する新技術のシーズとなる研究成果を

得る。加えて、科学技術イノベーションを創出し、実用化を目指

す観点から、有望な成果について、イノベーション指向のマネジ

メントによって研究を加速・深化する取組を行うことにより、基

礎研究から研究成果の展開に至るまでを切れ目なく推進する。 
温室効果ガスの削減を中長期にわたって着実に進めていくた

め、削減に大きな可能性を有し、かつ、従来技術の延長上にない

新たな科学的・技術的知見に基づく革新的技術の研究開発を関連

機関とも密接に連携しながら推進するとともに、その途中段階に

おいて目標達成の見通しを評価し、研究開発の継続・拡充・中止

などを決定する。なお、その取組を他事業においても参考にする。 
社会技術研究開発の推進に当たっては、機構は、取り組むべき

社会的問題の調査分析・課題の抽出を行い、目標を設定するとと

もに、自然科学と人文・社会科学の双方の知識を活用し、広く社

会のステークホルダーの参画を得て、社会が抱える様々な問題の

解決に資する成果を得る。その成果は社会で有効に活用できるも

のとして還元する。また、新たな科学技術の社会実装に関して生

じる倫理的・法制度的・社会的課題へ対応するため、人文社会科

学及び自然科学の様々な分野やステークホルダーが参画する研究

開発を推進する。 
 

（産学が連携した研究開発成果の展開） 

機構及び大学等における基礎研究等により生み出された新技術

を産業界へシームレスに橋渡しすることにより、科学技術イノベ

 

 

 

 

 

 

ＪＳＴ部会（第7回）におい

て、「基礎研究は、出口は意

識するが、まだ見えない段

階ではないか」との指摘が

あった。一方で、「科学技術

イノベーション総合戦略

2016」において、同様の文

言が用いられているため、

変更は行わなかった。ただ

し、同事業は、基本原理を

追求しつつ、将来の社会

的・経済的価値の創造を志

向する研究として、「出口を

意識する」という指摘の趣

旨を踏まえて事業を推進す

る。 
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現行中期目標 次期中長期目標（案） 備考（理由） 

ーションの創出に貢献する。 

具体的には、機構の基礎研究等の成果の中から新産業の創出に

向けて設定した研究開発テーマについて、切れ目のない一貫した

研究開発を戦略的に推進し、科学技術イノベーションの創出につ

ながる研究開発成果を得るとともに、産学の対話を行いながら企

業単独では対応困難だが産業界全体で取り組むべき技術課題の解

決に資する基礎研究を競争的環境下で推進し、当該研究の成果を

通じた産業界の技術課題の解決及び産業界の視点や知見の大学等

へのフィードバックを促進する。 

また、既存の産学官金連携ネットワーク等と協力して地域企業

のニーズをくみ取り、機構の知見や強みを最大限活用して、全国

の大学等の研究成果の企業化に向けた戦略的な支援を行い、地域

経済社会の活性化に資する新規事業・新産業の創出を推進する。 

さらに、我が国の科学技術の共通基盤を支えるとともに、最先

端かつ独創的な研究成果を生み出し、社会的に重要な科学技術イ

ノベーションを実現するため、競争的環境下で、オンリーワン・

ナンバーワンの先端計測分析技術・機器及びその周辺システムの

開発、開発された機器の利用促進や実用化・企業化を推進する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見直し内容第2の6．「地方創

生に資するイノベーション

システムの構築」 

 

 

 

 

ⅱ）国家課題対応型の研究開発の推進 
iPS細胞等を使った再生医療・創薬について、世界に先駆けて

実用化するため、文部科学省が提示する基本方針を踏まえ、再

生医療実現拠点ネットワークを構築し、効果的・効率的に研究

開発を推進する。なお、平成27年４月１日の国立研究開発法人

日本医療研究開発機構の設立に伴い事業を移管する。 

（削除） 

AMED移管済みのため項目削

除 

 ２．２．人材、知、資金の好循環システムの構築 

大学や公的研究機関の研究成果が産業界・社会へ橋渡しされ、持

続的にイノベーションを生み出す環境を形成するためには、産学官

の人材、知、資金を結集させ、共創を誘発する「場」の形成が重要

である。そのため、機構は、ネットワーク型研究所としての特長を

生かし、組織対組織の本格的産学官連携を強化するためのシステム

ＪＳＴ部会（第7回）におい

て、「ネットワーク型研究所

という特長を前面に押し出

すべき」との指摘を受け、

追加 
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現行中期目標 次期中長期目標（案） 備考（理由） 

改革に資する取組を推進することにより、大学・公的研究機関等を

中心とした場の形成と活用を図り、大学・公的研究機関の産学官連

携のマネジメント強化を支援するとともに、企業化開発やベンチャ

ー企業等への支援・出資、知的財産の活用支援等を行い、民間資金

の呼び込み等を図る。これらを通して、機構は、イノベーション創

出に向けた人材、知、資金の好循環システムの構築に貢献し、未来

の産業構造と社会変革に向けた新たな価値の創出と経済・社会的課

題への対応を行う。 

 

②産学が連携した研究開発成果の展開 
機構及び大学等における基礎研究等により生み出された新技術を

産業界へ橋渡しすることにより、研究開発成果の実用化を促進し、

科学技術イノベーションの創出に貢献する。 
機構及び大学等の研究開発成果について、企業等への技術移転を

促進し社会還元を図るため、競争的環境下で最適な支援形態及び研

究開発計画を設定して研究開発及び企業化開発を推進し、機構及び

大学等の研究開発成果の企業化につなげる。その際、より基礎研究

に近い段階も含め、マッチングファンド等研究開発段階に応じた民

間企業負担を促進し、金融機関等とも連携しつつ、民間資源の積極

的な活用を図る。また、旧地域イノベーション創出総合支援事業に

ついては、継続分をもって終了し、プラザの施設の自治体等への移

管等を進める。 
機構の基礎研究等の成果の中から新産業の創出に向けて設定した

研究開発テーマについて、競争的環境下で必要な研究体制を迅速に

構築して切れ目のない一貫した研究開発を戦略的に推進し、科学技

術イノベーションの創出につながる研究開発成果を得る。 
産業競争力の強化及び大学等の基礎研究の活性化を図るため、産

学の対話を行いながら、企業単独では対応困難な産業界全体で取り

組むべき技術上の課題の解決に資する基礎研究を競争的環境下で

推進し、当該研究の成果を通じた産業界における技術課題の解決及

び産業界の視点や知見の大学等へのフィードバックを促進する。 

（共創の「場」の形成支援） 
オープンイノベーションを本格的に推進するための仕組みの構

築に向け、大学・公的研究機関、企業等の多様な主体が集い、共

通の目標を設定し、組織・分野を越えて統合的に運用される産学

官の共創の「場」の形成を支援する。その際、大学・公的研究機

関、企業等の集積、人材、知、資金の糾合、自律的・持続的な研

究環境・研究体制の構築、人材育成といった多様な支援の形態が

考えられることに留意しつつ、大学・公的研究機関のマネジメン

ト改革をはじめとした組織対組織の本格的産学官連携を強化する

ためのシステム改革に貢献する。 

 

（企業化開発・ベンチャー支援・出資） 
イノベーションを結実させる主体である企業の意欲をさらに喚

起し多様な挑戦が連鎖的に起こる環境を整備するとともに、機動

的な意思決定の下、迅速かつ大胆な挑戦が可能なベンチャー企業

の支援等を通じて民間資金の呼び込み等を図る。 

具体的には、機構及び大学等の研究開発成果について、企業等

への橋渡しを促進するため、競争的環境下で課題や研究開発分野

の特性、研究開発ステージに応じた最適な支援形態による研究開

発及び企業化開発を推進し、機構及び大学等の研究開発成果のシ

ームレスな実用化につなげるとともに、企業等が行う、大学等の

優れた研究成果の企業化の加速の支援に当たっては、企業化が著
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現行中期目標 次期中長期目標（案） 備考（理由） 

既存の産学官金連携ネットワーク等と協力して地域企業のニーズ

をくみ取り、機構の知見や強みを最大限活用して、全国の大学等の

研究成果の企業化に向けた戦略的な支援を行い、地域経済社会の活

性化に資する新規事業・新産業の創出を推進する。 
リスクが高く既存企業が研究開発を行うことができないが、市場

に大きく展開する可能性を持つ大学等の技術を事業化するため、新

規事業創出のノウハウを持つ民間の人材を活用し、革新的なベンチ

ャー企業創出に資する研究開発を推進する。 
成果の社会実装・地域産業の発展についてのビジョンに基づき、

地域の優位性ある研究開発資源を、組織・分野を越えて統合的に運

用するとともに、地域外の優れた資源も取り込んだ研究開発等を通

じた地域発産学官連携プラットフォームの形成を支援し、科学技術

イノベーションの創出を推進する。 
我が国の科学技術の共通基盤を支えるとともに、最先端かつ独創

的な研究成果を生み出し、社会的に重要な科学技術イノベーション

を実現するため、文部科学省が提示する基本方針を踏まえ、競争的

環境下で、オンリーワン・ナンバーワンの先端計測分析技術・機器

及びその周辺システムの開発、開発された機器の利用促進や実用

化・企業化を推進する。 
企業等が行う、大学等の優れた研究成果の企業化の加速の支援に

当たっては、企業化が著しく困難な新技術の企業化開発の不確実性

を踏まえ、適切な実施体制を構築する。また、事業の進捗状況につ

いて文部科学省に適宜報告するとともに、文部科学省から改善を求

められた場合には、これに適切に対応する。 
機構は、出資に伴うリスクを適切に評価した上で、機構の研究開

発成果を活用するベンチャー企業の設立・増資に際して出資を行

い、又は人的・技術的援助を実施することにより、当該企業の事業

活動を通じて研究開発成果の実用化を促進する。機構は、出資した

企業の経営状況を適切に把握し、出口戦略を見据えつつ、事業資金

の効率的使用に最大限努める。 
研究開発成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出の促

しく困難な新技術の企業化開発の不確実性を踏まえ、適切な実施

体制を構築する。その際、マッチングファンド等研究開発段階に

応じた民間企業負担を促進し、金融機関等とも連携しつつ、民間

資源の積極的な活用を図る。 

また、ベンチャー企業の支援に当たっては、リスクが高く既存

企業が研究開発を行うことができないが、市場に大きく展開する

可能性を持つ大学等の技術を事業化するため、新規事業創出のノ

ウハウを持つ民間の人材を活用し、革新的なベンチャー企業創出

に資する研究開発を推進する。さらに、出資に伴うリスクを適切

に評価した上で、機構の研究開発成果を活用するベンチャー企業

の設立・増資に際して出資を行い、又は人的・技術的援助を実施

することにより、当該企業の事業活動を通じて研究開発成果の実

用化を促進する。機構は、出資した企業の経営状況を適切に把握

し、出口戦略を見据えつつ、事業資金の効率的使用に最大限努め

る。 

研究開発成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出の

促進のため、関係機関との間の情報交換など連携協力を促進する。 
 
（知的財産の活用支援） 

我が国の国際競争力を強化し、経済社会を活性化していくため、

大学及び国立研究開発法人、技術移転機関等における知的財産活

動を支援するとともに、金融機関等とも連携し、大学等の研究開

発成果の技術移転を促進する。 
具体的には、大学及び技術移転機関等における知的財産活動の

支援に関しては、大学等における研究開発成果の特許化を発明の

目利きを行いつつ支援等することにより、我が国の知的財産基盤

の強化を図る。その際、「産学官連携による共同研究強化のための

ガイドライン」を踏まえ、大学等に対する知的財産取得の支援に

とどまらず、大学等の知的財産・技術移転のマネジメント力の強

化を促す支援に転換し、全国の大学等に対してマーケティングモ

デルの導入のほか、研究対象の領域や連携形態等に応じたマネジ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見直し内容第2の７．「知的

財産戦略の転換」 

 

 

ＪＳＴ部会（第7回）におけ

る議論を踏まえ、大学等の

知的財産マネジメント力の

強化について、ＪＳＴの実

施する各研究開発事業と連

携しつつ、終了後も含めて

支援する旨を追加。また、

ＪＳＴ部会（第7回）後に「産
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現行中期目標 次期中長期目標（案） 備考（理由） 

進のため、関係機関との間の情報交換など連携協力を促進する。 
 

メントを促進させるとともに、機構の研究開発事業と連携しつつ、

事業の終了後も含めて、適切な成果の特許化に貢献する。また、

金融機関等との連携により、企業ニーズに留意し、我が国の重要

なテーマについて、市場動向を踏まえつつ、特許群の形成を支援

し、戦略的に価値の向上を図る。 
さらに、大学等の研究開発成果の技術移転に関しては、大学及

び技術移転機関等と連携を図りつつ、企業と大学等の連携を促進

させること、特許情報の収集、共有化、分析、提供を戦略的に実

施すること、特許の価値向上のための支援を行うこと、企業に対

して研究開発成果のあっせん・実施許諾を行うことなどにより、

促進する。 
加えて、知的財産が多様化している状況の変化に柔軟に対応し、

新たな知的財産マネジメント手法を開発するなど必要な措置を講

じる。 

学官連携による共同研究強

化のためのガイドライン」

が策定されたことを受け、

関連の記載を追加。 

 

⑤研究開発法人を中核としたイノベーションハブの構築 
研究開発法人を中核として、産学官の垣根を越えて国内外の人材

を糾合する場（イノベーションハブ）を構築するため、研究開発法

人の飛躍性ある優れた取組を支援する。 
 

⑥知的財産の活用支援 
我が国の国際競争力を強化し、経済社会を活性化していくため、

大学等及び技術移転機関における知的財産活動を支援するととも

に、金融機関等とも連携し、大学等の研究開発成果の技術移転を促

進する。 
具体的には、大学等における研究開発成果の特許化を発明の目利

きを行いつつ支援することにより、我が国の知的財産基盤の強化を

図る。特に海外特許出願の支援に重点を置く。金融機関等との連携

により、企業ニーズに留意しつつ、我が国の重要なテーマについて、

市場動向を踏まえつつ、特許群の形成を支援し、戦略的に価値の向

上を図る。 
また、大学等の研究開発成果の技術移転に関しても、大学等及び

技術移転機関と連携を図りつつ、企業と大学等の連携を促進させる

こと、特許情報の収集、共有化、分析、提供を戦略的に実施するこ

と、特許の価値向上のための支援を行うこと、企業に対して研究開

発成果のあっせん・実施許諾を行うことなどにより、促進する。 
 

③東日本大震災からの復興・再生への貢献 
東日本大震災からの復興に向けて、機構の知見や強みを最大限活

用し、科学技術イノベーションの創出に貢献する。具体的には、被

災地企業、関係行政機関等のニーズを踏まえた被災地の科学技術イ

ノベーションの創出、計測分析技術・機器の開発に関する機構の実

績を活かした放射線計測分析技術・機器・システムの開発を行う。 
 

(削除) 事業終了に伴い項目削除 
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現行中期目標 次期中長期目標（案） 備考（理由） 

④国際的な科学技術共同研究の推進 
 

文部科学省が示す方針に基づき、諸外国との共同研究等を推進

し、地球規模課題の解決や国際共通的な課題の達成を通して、我が

国の科学技術イノベーションの創出に貢献する。 
ⅰ）国際的な科学技術共同研究の推進 

地球規模課題の解決のために文部科学省が戦略的に重要なも

のとして設定した分野において、政府開発援助（ＯＤＡ）と連

携した国際共同研究を競争的環境下で推進し、地球規模課題の

解決並びに我が国及び開発途上国の科学技術イノベーションの

創出に資する成果を得る。 
政府間合意に基づき文部科学省が戦略的に重要なものとして

設定した相手国・地域及び研究分野において、海外の協力相手

機関と連携して国際共同研究を競争的環境下で推進することに

より、国際共通的な課題達成及び諸外国との連携を通じた我が

国の科学技術イノベーションの創出に資する成果を得る。 
ⅱ）戦略的な国際科学技術協力の強化 

政府間合意に基づき文部科学省が戦略的に重要なものとし

て設定した相手国・地域及び研究分野において、海外の協力相

手機関と連携して国際研究交流を推進することにより、国際共

通的な課題解決及び諸外国との連携を通じた我が国の科学技術

イノベーションの創出に資する成果を得る。 

２．３．国境を越えて人・組織の協働を促す国際共同研究・国際交

流・科学技術外交の推進 
文部科学省の示す方針に基づき、諸外国との共同研究や国際交流

を推進し、地球規模課題の解決や持続可能な開発目標（SDGs）等

の国際共通的な課題への取組を通して、我が国の科学技術イノベー

ションの創出を推進する。あわせて、我が国の科学技術外交の推進

に貢献する。 
地球規模課題の解決のために文部科学省が戦略的に重要なものと

して設定した分野において、政府開発援助（ＯＤＡ）と連携した国

際共同研究を競争的環境下で推進し、地球規模課題の解決並びに我

が国及び新興国及び途上国の科学技術イノベーションの創出に資す

る成果を得る。新興国及び途上国との関係強化のため、社会実装に

向けた取組を実施し、科学技術におけるインクルーシブ・イノベー

ションを実践する。 
また、政府間合意に基づき文部科学省が戦略的に重要なものとし

て設定した相手国・地域及び研究分野において、海外の協力相手機

関と連携して国際共同研究を競争的環境下で推進することにより、

国際共通的な課題達成及び諸外国との連携を通じた我が国の科学技

術イノベーションの創出に資する成果を得る。 
さらに、外国人研究者が我が国で研究活動を行う上で、安心して

研究に打ち込めるよう、宿舎等の生活環境を提供することで、外国

人研究者の受入れに貢献する。 
加えて、海外からの優秀な科学技術イノベーション人材の将来の

獲得に資するため、科学技術分野でのアジアとの青少年交流を促進

する。 

 

 

 

副次的効果として、科学技

術外交の推進への貢献を記

載。 

 

 

 

 

 

第5期科学技術基本計画を

踏まえてインクルーシブ・

イノベーション等の文章を

追記。 

 

 

 

 

 

 

２．（２）②ｃ．海外との人材交流基盤の構築 
ⅰ）外国人研究者が我が国で研究活動を行うに当たり、住環境が障

害とならないように外国人研究者に宿舎を提供する。 
ⅱ）海外からの優秀な科学技術イノベーション人材の将来の獲得に

資するため、科学技術分野でのアジアとの青少年交流を促進す

る。 
Ⅱ２．（２）①知識インフラの構築 
 

２．４．情報基盤の強化 
機構は、科学技術イノベーションの創出に必要不可欠な役割・機

能を担っている情報基盤の強化を行う。 
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現行中期目標 次期中長期目標（案） 備考（理由） 

ａ．科学技術情報の流通・連携・活用の促進 
科学技術イノベーション創出に寄与するため、我が国の研究開発

活動を支える科学技術情報基盤として、利用者が必要とする科学技

術情報を効果的に活用できる環境などを構築し、科学技術情報の流

通を促進する。さらに、科学技術情報を、政策立案や経営戦略策定

などにおける意思決定への活用や組織・分野の枠を越えた研究者及

び技術者等の人的ネットワーク構築の促進等に資する環境を構築

する。 
 
これらの取組を効率的かつ効果的に進めるため、科学技術情報を

持つ産学官の機関との連携を進めるとともに、常に利用者のニーズ

を把握し、利用者目線に立ってシステムの利便性向上を図る。 
また、様々な学問分野の科学技術に関する文献を容易に検索・

利用できるようにするため、論文その他の文献情報を抄録等の形式

で整備することにより、科学技術情報基盤の充実を図る。本事業に

ついては、平成24年度中に民間事業者によるサービスを実施する

ことにより、民間の創意工夫を活かして情報のより高度な利用を促

進する。 
 

（科学技術情報の流通・連携・活用の促進） 
科学技術イノベーションの創出に寄与するため、我が国の研究

開発活動を支える科学技術情報基盤として、オープンサイエンス

の世界的な潮流を踏まえつつ、利用者が必要とする科学技術情報

や研究成果（論文・研究データ）の効果的な活用と国内学協会等

による研究成果の国内外に向けた発信が促進される環境を構築

し、科学技術情報の流通を促進する。さらに、科学技術情報を、

機構内外の政策立案や経営戦略策定などにおける意思決定への活

用や組織・分野の枠を越えた研究者及び技術者等の人的ネットワ

ーク構築の促進等に資する環境を構築する。 
これらの取組を効率的かつ効果的に進めるため、科学技術情報

を持つ産学官の機関との連携を進めるとともに、常に利用者のニ

ーズを把握し、利用者目線に立ってシステムの利便性向上を図る。 
また、様々な学問分野の科学技術に関する論文その他の文献情

報を抄録等の形式で整備することにより、科学技術情報基盤の充

実を図る。さらに、オープンサイエンスの潮流等も踏まえたサー

ビス内容の抜本的な見直しを行いつつ、引き続き民間事業者によ

るサービスを実施することにより、民間の創意工夫を活かして、

データを活用した分析サービス等、情報のより高度な利用を促進

する。 
情報資料館筑波資料センターで保管する資料等の処分及び国立

国会図書館等への移管を進め、それらが完了した際には、センタ

ーの廃止を検討する。 
 

（ライフサイエンスデータベース統合の推進） 
我が国におけるライフサイエンス研究の成果が、広く研究者コ

ミュニティに共有され、活用されることにより、基礎研究や産業

応用につながる研究開発を含むライフサイエンス研究全体の活性

化に貢献するため、文部科学省が示す方針の下、様々な研究機関

等によって作成されたライフサイエンス分野データベースの統合

に向けて、オープンサイエンスの動向を踏まえた戦略の立案、ポ

 

 

 

 

オープンサイエンスへの対

応 

 

 

 

 

独立行政法人評価制度委員

会の意見「本事業について

は、安定的に業務運営を行

うことができるビジネスモ

デルに転換するなど、抜本

的な見直しを行うこと。」に

対応し、文献情報の提供に

ついて抜本的見直しを行う

旨を追記。 

独立行政法人評価制度委員

会の意見「同センターで保

管する論文等の処分及び移

管を進め、それらが完了し

た際には、センターの廃止

を検討すること。」及びＪＳ

Ｔ部会（第7回）における議

論に対応し、情報資料館筑

波資料センターの廃止に向

けた検討について追記。 

ただし、文献情報提供事業

の抜本的見直しの内容は、

ｂ．ライフサイエンスデータベース統合の推進 
我が国におけるライフサイエンス研究の成果が、広く研究者コミ

ュニティに共有され、活用されることにより、基礎研究や産業応用

につながる研究開発を含むライフサイエンス研究全体の活性化に

貢献するため、国が示す方針の下、様々な研究機関等によって作成

されたライフサイエンス分野データベースの統合に向けた、戦略の

立案、ポータルサイトの構築・運用及び研究開発を推進し、ライフ

サイエンス分野データベースの統合に資する成果を得る。 
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現行中期目標 次期中長期目標（案） 備考（理由） 

ータルサイトの拡充・運用及び研究開発を推進し、ライフサイエ

ンス分野データベースの統合に資する成果を得る。 
 

文献勘定の繰越欠損金対応

とともに引き続き、財務省

と協議中。 

 

 

オープンサイエンスへの対

応 

⑦革新的新技術研究開発の推進 
 （革新的新技術研究開発業務） 

将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる革新的な新技

術の創出を集中的に推進するため、国から交付される補助金により

基金を設け、総合科学技術会議が策定する方針の下、実現すれば産

業や社会のあり方に大きな変革をもたらす科学技術イノベーション

の創出を目指し、革新的な新技術の創出に係る研究開発を推進する。 

２．５．革新的新技術研究開発の推進 
  

将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる革新的な新技

術の創出を集中的に推進するため、国から交付される補助金により

基金を設け、総合科学技術・イノベーション会議が策定する方針の

下、実現すれば産業や社会のあり方に大きな変革をもたらす科学技

術イノベーションの創出を目指し、革新的な新技術の創出に係る研

究開発を推進する。 
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現行中期目標 次期中長期目標（案） 備考（理由） 

（２）科学技術イノベーション創出のための科学技術基盤の形成 
 

３．未来共創の推進と未来を創る人材の育成 
科学技術と社会の関係が一層密接になる中、科学技術イノベーショ

ンが社会の期待に応えていくためには、社会からの理解、信頼、支持

を獲得することを前提として考慮する必要がある。このため、従来の

相対する関係性から研究者、国民、メディア、産業界、政策形成者と

いった国内外の様々なステークホルダーによる対話・協働、すなわち

「共創」を推進するための関係に深化させることが求められている。

また、世界中で高度人材の獲得競争が激化する一方、我が国では、若

年人口の減少が進んでおり、科学技術イノベーション人材の質の向上

と能力発揮が一層重要になってきている。 

機構は、未来社会の共創に向けて、国内外の様々なステークホルダ

ーの双方向での対話・協働を促すとともに、対話・協働の成果を活用

し、研究開発戦略の立案・提言や研究開発の推進等に反映する。また、

次世代人材の育成や科学技術イノベーションの創出に果敢に挑む多様

な人材の育成を行う。これらにより、持続的な科学技術イノベーショ

ンの創出へ貢献する。 

 

見直し内容第2の5．「イノベ

ーションの創出に資する人

材の育成」及び第5期科学技

術基本計画における「対

話・協働による共創の推進」 

 

③コミュニケーションインフラの構築 
我が国の科学技術政策に関して国民の理解と信頼を得るととも

に、国民の科学技術リテラシーの向上を図るためには、従来型の一

方向の科学技術理解増進活動にとどまらず、双方向の科学技術コミ

ュニーション活動を一層推進する必要がある。そのため、リスクコ

ミュニケーションを含む多様な科学技術コミュニケーション活動

を推進するとともに、国民と研究者等との双方向の科学技術コミュ

ニケーションを実践する場を作り出し、科学技術コミュニケーショ

ンに関する基盤を構築する。 
その際、科学技術コミュニケーション手法の調査・研究を行い、

効果的な手法を用いた支援・実践を推進する。 
ⅰ）多様な科学技術コミュニケーション活動の推進 

研究者のアウトリーチ活動などの科学技術コミュニケーシ

ョン活動を支援するとともに、科学技術コミュニケーション活

３．１．未来の共創に向けた社会との対話・協働の深化 
科学技術イノベーションにより、未来の産業創造と社会変革への

第一歩を踏み出すとともに、持続可能な未来社会を構築するために

は、社会的な課題への対応を図る必要がある。そのために、科学技

術イノベーションと社会との問題について、様々なステークホルダ

ーが双方向で対話・協働し、それらを政策形成や知識創造、社会実

装等へと結びつける「共創」を推進し、科学技術イノベーションと

社会との関係を深化させることが重要である。 
このため、機構は、リスクコミュニケーションを含む科学技術コ

ミュニケーション活動を推進し、様々なステークホルダーが双方向

で対話・協働する場を構築するとともに、国民の科学技術リテラシ

ー及び研究者の社会リテラシーの向上を図る。 
また、対話・協働で得られた社会的期待や課題を、研究開発戦略

の立案・提言や、研究開発等に反映させることにより、科学技術イ
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現行中期目標 次期中長期目標（案） 備考（理由） 

動のネットワークを構築するための支援を行う。さらに、科学

技術コミュニケーション活動を担う人材の育成や科学技術を伝

える展示手法の開発など、科学技術コミュニケーション活動を

活性化する取組を推進する。 
ⅱ）科学技術コミュニケーションを実践する場の構築 

日本科学未来館において、最先端の科学技術を分かりやすく

国内外に発信するとともに、国民の期待や社会的要請の把握に

一層努め、社会と科学技術との関わりを深める場としての機能

を強化する。また、科学技術コミュニケーションに関するイベ

ントを開催するなど、国民と研究者等との間の科学技術コミュ

ニケーション活動の場を提供する。さらに、科学技術コミュニ

ケーションに資する情報の集約などを行い、広く情報を提供す

る。 
 

ノベーションと社会との関係を深化させる。 

②科学技術イノベーションを支える人材インフラの構築 
ａ．次世代の科学技術を担う人材の育成 

次世代の科学技術を担う人材を育成するため、理数系科目に秀

でた児童生徒等の育成を行うとともに、児童生徒等の科学技術や

理数系科目に関する興味・関心及び学習意欲並びに学習内容の理

解の向上を図る。なお、事業全体として高い効果を上げるため、

それぞれのプログラムの相互の関連性などに留意しながら、事業

を推進する。 
ⅰ）児童生徒等の継続的・体系的な育成のための取組 

先進的な理数系教育に取り組む高等学校等に対し、課題解決

的・体験的な学習など理数系科目の学習を充実する取組への支

援を行うとともに、大学・高等専門学校に対し、理数系科目に

関して高い意欲・能力を有する児童生徒等に高度で発展的な学

習環境を提供する取組の支援を行う。また、科学館、大学、民

間企業等の外部機関のもつ資源を活用するなどの科学技術や理

数系科目の学習を充実させる取組を支援するとともに、支援を

通じて蓄積した事例や成果を普及させる。 

３．２．未来を創る次世代イノベーション人材の重点的育成 
次世代の科学技術を担う人材を育成するため、理数系分野に優れ

た資質や能力を有する児童生徒等について、その一層の伸長を図る

とともに、児童生徒等の科学技術や理数系分野に関する興味・関心

及び学習意欲並びに学習内容の理解の向上を図る。各取組の推進に

あたっては、科学技術イノベーションと社会との関係深化が求めら

れている現状を踏まえつつ、広い視野を持つ人材の育成を目指す。

なお、事業全体として高い効果を上げるため、各プログラムで得ら

れた効果や課題の把握及び改善に向けた検討を行うとともに、それ

らのプログラムが相互に関連するよう配慮し、効果的かつ効率的に

事業を推進する。加えて、各支援を通じて蓄積した事例や成果を普

及させる。 
具体的には、先進的な理数系教育に取り組む高等学校等に対し、

課題解決的・体験的な学習など理数系分野の学習を充実する取組へ

の支援を行うとともに、大学・研究機関等に対し、理数系分野に関

して高い意欲・能力を有する児童生徒等に高度で発展的な学習環境

を提供する取組や先進的な理数系教育を担う教員の指導力向上に向

優れた資質を有する児童生

徒を対象とした、個の能力

を伸長する施策に重点化 

 

ＪＳＴ部会（第7回）におい

て、「理数系の強化に加え、

人文・社会科学のようなリ

テラシーの強化を考慮すべ

き」との指摘を受け、追加。 

 

理科教材開発・教員支援事

業終了に係る文言を削除 
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現行中期目標 次期中長期目標（案） 備考（理由） 

さらに、これらの取組に参加した児童生徒等がその成果を発

揮する場を構築するため、科学技術や理科・数学等のコンテス

トに関する取組の支援を行う。 
ⅱ）理数系教育を担う教員の育成・支援 

        科学技術や理数系科目に対する児童生徒の興味・関心や能力

を向上させる授業を行うために、優れた教員を養成する取組を

支援するとともに、教員が利用しやすく、児童生徒が科学技術

や理科を分かりやすく理解できる教材を開発、提供、普及する

ことにより、理数系教育を担う教員の指導力向上を支援する。 
また、小学校理科授業に、有用な外部人材を配置し、観察・

実験等の体験的な学習における教員の支援を行うことにより、

小学校理科授業の充実及び小学校教員の体験的な学習に関す

る指導力の向上を図る。なお、本プログラムは平成 24 年度末

までに終了させる。 
 

けた取組の支援を行う。 
さらに、これらの取組に参加した児童生徒等がその成果を発揮する

場を構築するため、科学技術や理科・数学等のコンテストに関する取

組の支援を行う。 
また、科学技術分野における海外の青少年との交流を進める等によ

り、次世代の科学技術人材の育成について国際性を涵養する取組を検

討、実施する。 
 

 ３．３．イノベーションの創出に資する人材の育成 
我が国において、多様で優秀な人材を持続的に育成し、科学技術イ

ノベーション活動に携わる人材が多様な場で活躍できる社会を目指す

ため、以下の取り組みを行う。 
 

 

ｂ．科学技術イノベーションに関与する人材の支援 
科学技術イノベーション創出を担う博士課程の学生や博士研究

員、研究者及び技術者等の高度人材の活躍の場の拡大を支援する

ため、キャリア開発に資する情報の提供及び能力開発に資する情

報の提供等を行う。 
 

（科学技術イノベーションに関与する人材の支援） 
科学技術イノベーション創出を担う博士課程の学生や博士研究

員、研究者及び技術者等の高度人材のより多様な場での活躍を支

援するため、キャリア開発に資する情報の提供及び能力開発に資

する情報の提供等を行う。 
 

（プログラム・マネージャーの育成） 

 イノベーション指向の研究の企画・遂行・管理等を担い、挑戦

的な課題にも積極的に取り組むプログラム・マネージャーを育成

するため、実践的な育成プログラムの更なる改善等の検討により

効果的な運営を行う。また、プログラム・マネージャーのキャリ

高度人材がアカデミア以外

の多様な場で活躍促進をす

る観点を追加 

 

 

 

 

ＪＳＴ部会（第7回）での意

見を踏まえ、リスクを含め

た多面的な視点での企画・

遂行・管理等を担うＰＭを

ｄ．プログラム・マネージャーの育成 
イノベーション指向の研究の企画・遂行・管理等を担うプログ

ラム・マネージャーを育成するため、実践的な育成プログラムを

構築し、その専門職化やキャリアパスの確立を推進する。 
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現行中期目標 次期中長期目標（案） 備考（理由） 

ｅ．公正な研究活動の推進 
公正な研究活動を推進するため、各研究機関において研究倫理

教育が実施されるよう、文部科学省や他の公的研究資金配分機関

と連携しながら、各研究機関における研究倫理教育責任者の知

識・能力の向上のための支援その他の研究倫理教育の普及・定着

や高度化に関する取組を行う。 
 

アパスの確立を推進するとともに、研究開発事業での実践の中で、

リスクを適正に評価し挑戦することなどプログラム・マネージャ

ーによるマネジメントを適切に評価する仕組みを構築していく。 
 

（公正な研究活動の推進） 
公正な研究活動を推進するため、各研究機関において研究倫理

教育が実施されるよう、文部科学省や他の公的研究資金配分機関

と連携しながら、各研究機関における研究倫理教育責任者の知

識・能力の向上のための支援その他の研究倫理教育の普及・定着

や高度化に関する取組を行う。 
 

育成する旨を追記。 

研修の設計から実施・改善

にフェーズが移ったことに

よる変更 

３．その他行政等のために必要な業務 
（１）関係行政機関からの受託等による事業の推進 

我が国の科学技術の振興に貢献するため、関係行政機関からの受

託等について、当該事業目的の達成に資するよう、機構の持つ専門

的能力を活用し実施する。 
 

 

「Ⅵその他業務運営に関す

る重要事項」に移動 
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現行中期目標 次期中長期目標（案） 備考（理由） 

Ⅲ業務運営の効率化に関する事項 
 

Ⅳ 業務運営の効率化に関する事項 
 

 

１．業務経費及び一般管理費の効率化 
機構は、各種事務処理を簡素化・迅速化し、施設・スペース管理を

徹底すること等により、本中期目標期間中に公租公課を除き、一般管

理費については、5年間で15%以上を削減する。また、科学技術文献

情報提供事業以外の業務に係る業務経費（競争的資金を除く）につい

ては、5 年間で 5%以上の効率化を図る。競争的資金については、研

究開発課題の適切な評価、制度の不断の見直しや業務運営に係る事務

管理経費の効率化を行うとともに、その効果を具体的に明確にする。 
なお、社会の要請に基づき、新たな業務の追加又は業務の拡充を行

う場合には、当該業務についても同様の効率化を図る。 
 
機構の保有する施設等の有効利用を推進するとともに、不断の見直

しを行い、保有する必要がなくなったものについては廃止等を行う。 
ただし、人件費の効率化については、次項に基づいて取り組む。ま

た、｢独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について｣（平

成27年5月25日総務大臣決定）に基づく取組を着実に実施し、調達

案件は原則一般競争入札によるものとし、随意契約を行う場合は、公

正性、透明性を高めるため、その理由等を公表する。 
 

１．業務の合理化・効率化 
１．１．経費の合理化・効率化 
【調整中】 

※来年度予算案の策定後、

財務省協議等により数値を

含めた目標を設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

保有資産、調達合理化につ

いては、１．３．及び１．

４．にそれぞれ項目立て 

２．人件費の抑制 
 事業の見直し等による管理部門の業務縮小等に伴う、職員の計画的

合理化を図る。 
 給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を

含め役職員給与の在り方について厳しく検証した上で、目標水準・目

標期限を設定してその適正化に計画的に取り組むとともに、その検証

結果や取組状況を公表するものとする。 
また、総人件費については、政府の方針を踏まえ、厳しく見直しを

するものとする。 

１．２．人件費の適正化 

【調整中】 

 

※来年度予算案の策定後、

財務省協議等により数値を

含めた目標を設定 
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現行中期目標 次期中長期目標（案） 備考（理由） 

 

１．業務経費及び一般管理費の効率化 
機構の保有する施設等の有効利用を推進するとともに、不断の見

直しを行い、保有する必要がなくなったものについては廃止等を行

う。 

１．３．保有資産の見直し 

機構の保有する施設等の有効利用を推進するとともに、その必要性に

ついて不断の見直しを行う。情報資料館筑波資料センターで保管する

資料等の処分及び国立国会図書館等への移管を進め、それらが完了し

た際には、センターの廃止を検討する。 

 

独立行政法人評価制度委員

会の意見「同センターで保

管する論文等の処分及び移

管を進め、それらが完了し

た際には、センターの廃止

を検討すること。」を受け追

加。 

１．業務経費及び一般管理費の効率化 
また、｢独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について｣

（平成27年5月25日総務大臣決定）に基づく取組を着実に実施し、

調達案件は原則一般競争入札によるものとし、随意契約を行う場合は、

公正性、透明性を高めるため、その理由等を公表する。 

１．４．調達の合理化及び契約の適正化 

｢独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について｣（平成

27年5月25日総務大臣決定）に基づく取組を着実に実施し、契約の公

正性、透明性の確保等を推進し、業務運営の効率化を図る。 

 

 

 

Ⅳ財務内容の改善に関する事項 
 

Ⅴ財務内容の改善に関する事項 

 

 

１．自己収入の増加 
日本科学未来館においては入場料収入、施設使用料等により自己収

入の増加に努めること。 
 

２．累積欠損金の計画的縮減 
平成24年度中に、科学技術文献情報提供事業の民間事業者によるサ

ービスを確実に実施するとともに、文献情報提供勘定については、新

たな経営改善計画を策定し、同勘定における累積欠損金の縮減を計画

的に行う。 
 

３．運営費交付金額の厳格な算定 
毎年の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の

発生状況にも留意した上で、厳格に行う。 

 知的財産の戦略的マネジメントと社会実装の加速等により自己収入

の増加に努める。 

 科学技術文献情報提供事業については、オープンサイエンスの潮流

等も踏まえて、繰越欠損金の縮減に向けた抜本的な見直しを行うとと

もに、新たな経営改善計画を策定し、着実な実施を図る。＜P＞ 

 運営費交付金の債務残高についても勘案しつつ予算を計画的に執行

する。 

 必要性がなくなったと認められる保有資産については適切に処分す

るとともに、重要な財産を譲渡する場合は計画的に進める。 

 

見直し内容第4の3「自己収

入の増大」 

 

見直し内容第4の2．「繰越欠

損金の改善」及び独立行政

法人評価制度委員会の意見

「本事業については、安定

的に業務運営を行うことが

できるビジネスモデルに転

換するなど、抜本的な見直

しを行うこと。」に対応。 

ただし、抜本的見直しの内

容は、引き続き財務省と協

議中。 
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現行中期目標 次期中長期目標（案） 備考（理由） 

 

見直し内容第4の1．「保有資

産の見直し」 

Ⅴその他業務運営に関する重要事項 
 

Ⅵ その他業務運営に関する重要事項  

(新規) 1.内部統制の充実・強化 

機構は、「研究開発成果の最大化」という国立研究開発法人の第一目

的、及び独立行政法人の業務運営の理念「適正、効果的かつ効率的な

業務運営」の達成に向けて、閣議決定等の政府方針等を踏まえつつ、

法人評価等を通じて、業務の適正化を図ることにより、機構における

PDCAサイクルを循環させ内部統制の充実・強化を図る。 

見直し内容第3「運営の効率

化及び組織の見直し」 

(新規) １．１．統制環境及び統制活動 

機構業務の総合性を最大限発揮するため、理事長の強いリーダーシ

ップの下で、内部統制の推進体制を構築するなど、統制環境を整備す

る。 

業務の運営に当たっては、理事長を中心とした強力なマネジメント

により、国内外の研究機関や企業等との協力関係の戦略性を高めると

ともに、機構のプレゼンスの向上に向けた戦略的広報活動を展開する。 

組織の編成に当たっては、事業間連携を強化し、戦略策定から革新

的研究、産業界・社会への橋渡しまでを効果的に実施できるよう、業

務・組織改革、柔軟な人員体制の整備、各事業での研究プロジェクト

業務から共通する研究契約業務の分離・集約化などを通じて、一体的

な業務運営を行う体制を構築する。 

 

見直し内容第2の2．「他機関

との協力関係の構築」及び

第2の3．「事業横断的な一体

運営体制の構築」 

 

(新規) １．２．リスク管理及びモニタリング 

統制環境を基盤として、内部統制にかかるPDCAサイクルを確立する

ため、機構のミッション遂行の障害となる要因をリスクとして把握し

つつ適切な対応を行い、統制活動を通じた不断の見直しを行うととも

に、監事による監査活動及び内部監査活動との連携を通じたモニタリ

ングを行うことで、適正、効果的かつ効率的な運営を確保する。 

 また、機構の活動全体の信頼性確保と、良質な科学技術と研究の公
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現行中期目標 次期中長期目標（案） 備考（理由） 

正性の確保に向け、委託先等での研究活動の不正行為及び研究費の不

正使用を事前に防止する取組の強化、及び課題採択と研究契約業務の

分離等を通じ、コンプライアンスを推進する。 

て、「内部牽制が働く仕組み

の構築を検討すべき」との

指摘を受け、追加。 

Ⅲ業務運営の効率化に関する事項 

３．業務・システムの最適化による業務の効率化等 

主要な情報システムについて、コストの削減、調達における透明性

の確保及び業務運営の効率化・合理化を図る観点から、国の行政機

関の取組に準じて、業務・システムに関する最適化を行うため、情

報システムの最適化計画を着実に実行し、業務の効率化を行う。ま

た、政府の情報セキュリティ対策における方針を踏まえ、適切な情

報セキュリティ対策を推進する。 

１．３．情報と伝達及びＩＣＴへの対応 

内部統制が有効に機能するよう、機構内において適切な周知活動を

実施するとともに、ＩＣＴを適切に活用し効率的な業務運営を行う。 
政府の情報セキュリティ対策における方針を踏まえ、適切な情報セ

キュリティ対策を推進する。 
適正な業務運営及び国民からの信頼を確保するため、諸法令を踏ま

えて、適切に情報の公開を行うとともに、個人情報の適切な保護を図

る取組を行う。 

他法人と合わせ、情報公開、

個人情報保護の項目を追加 

Ⅰ３．その他行政等のために必要な業務 
（１）関係行政機関からの受託等による事業の推進 
我が国の科学技術の振興に貢献するため、関係行政機関からの受託

等について、当該事業目的の達成に資するよう、機構の持つ専門的

能力を活用し実施する。 

１．４．その他行政等のために必要な業務 

我が国の科学技術の振興に貢献するため、他機関からの受託等につ

いて、当該事業目的の達成に資するよう、機構の持つ専門的能力を活

用し実施する。 

 

 

１．施設及び設備に関する事項 
機構の行う科学技術振興業務を効果的・効率的に推進するため、老

朽化対策を含め、施設・設備の改修、更新等を計画的に実施する。 
 

２．施設及び設備に関する事項 

 機構の業務を効果的・効率的に推進するため、老朽化対策を含め、

施設・設備の改修、更新等を重点的かつ計画的に実施する。 

 

他法人に合わせて、記載を修

正。 

２．人事に関する事項 
職員の能力向上を図り、円滑な業務遂行を行うため、人事評価制度

を着実に運用する。 

 

３．人事に関する事項 

 研究開発成果の最大化と効果的かつ効率的な業務の実現を図るた

め、人事評価制度の着実な運用、職員に対して必要な能力等の伸張を

図る研修等の実施及び職場環境の整備等の措置をダイバーシティに配

慮しつつ計画的に実施する。 

濵口プラン及び他法人に合

わせて、具体的な目標として

の記載を拡充・追加。 

 

 


